
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 10月 25日発行（次号 11月 9日） 

編集：総務課（担当：壱岐
い き

 晃也
こ う や

33-6002） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

http://www.town.shintomi.lg.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 

お知らせ版 No.1 

老 人 ク ラ ブ 特 別 賞 受 賞 

平成３０年８月２８日（火）に宮崎市民文化ホールで行われた、第４３回宮崎県さんさんクラブ

大会において、ときわクラブが全国老人クラブ連合会表彰の「１００万人会員増強運動特別賞」、座

論梅クラブが「会員加入促進功労賞」を受賞しました。 

 

宮崎県最低賃金は、本年１０月５日(金)から「時間額７６２円」に改定されました。 

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。 

○問合せ先 

宮崎労働局労働基準部 賃金室 ☎０９８５－３８－８８３６ 

 

高鍋保健所で犬のしつけ方教室を開催します。愛犬のために、役に立つ様々な話を聞くことが出

来ますので、是非ご参加ください。 

●日   時：１回目 平成３０年１１月１０日（土曜日）午前９時～午前１１時 

       ２回目 平成３０年１１月１７日（土曜日）午前９時～午前１１時 

        ※２回連続受講が原則です。 

●場   所：高鍋保健所駐車場（雨天時：公用車駐車場） 

●申込み受付：１０月２９日（月曜日）から 

●参加資格：５歳以下の犬を飼っている方 

●参 加 料：無料 

●定   員：１５組（定員になり次第締め切り） 

●申 込 先：高鍋保健所 衛生担当（２２－１３３０） 

※犬の登録は生涯１回です。登録をされていない場合は必ず登録をするようお願いします。また、

犬がいなくなった場合は、保健所、役場、警察に連絡するようお願いします。 

問合せ：都市建設課 

（担当）髙山
たかやま

啓示
け い し

☎33-6072 

新富町の小中学生が日頃の音楽活動の取り組みや成果を発表する場として、下記のとおり小中学

校音楽会を開催します。町民の皆様も是非、お越しください。 

開催日時：平成３０年１１月８日（木） 午後１時３０分～午後４時(会場は午後１時から) 

会  場：新富町文化会館 大ホール 

内  容：町内小中学校の児童生徒による合唱・器楽合奏・吹奏合奏など 

問合せ：教育総務課（担当）河野
か わ の

佐知子
さ ち こ

☎33-6079 



毎年１１月は、児童虐待防止推進月間です。『未来へと 命を繋ぐ 189（いちはやく）』を今年度

の標語に全国各地で、児童虐待に対する問題に関心を持ってもらうよう取り組みが行われます。

2004 年に栃木県で幼い兄弟が虐待死した事件をきっかけに「子ども虐待のない社会の実現」を目

指す運動が始まりました。オレンジリボンは、そのシンボルマークです。このリボンには、子ども

の虐待の現状を広く知らせ、子どもを虐待から守り、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにと

いう気持ちがこめられています。 

新富町では、町民の皆様に児童虐待についての理解と関心を深めていただき、児童虐待防止を図

るため、オレンジリボンツリーの展示を行います。ツリーに飾るカードは、町内幼稚園・保育園に

通う５歳児の子どもたちが作成してくれました。すべての子どもが笑顔であふれるようにと願いを

こめたオレンジリボンツリーです。皆様もリボンを飾ってツリー作りにご協力ください。 

●オレンジリボンツリー展示 ： １１月１日（木）～１８日（日） 

●場所 ： 新富町総合交流センターきらり / 新富町役場１階 玄関入口 

※「１８９」（いちはやく）・・・児童相談所全国共通ダイヤルです。育児や子育てに悩んだ 

とき、虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時など、ためらわずに児童相談所に電話し 

ていただけるよう、全国共通の「１８９」によって近くの児童相談所につながります。 

下記日程にて胃がん(バリウム)・大腸がん検診を行います。検診を申し込まれた方については、

受診票等をお送りしています。 

また、申し込みがお済みでない方、新富町国民健康保険、後期高齢者医療保険の方を対象にした
検診で受診できなかった方も受診できますので、受診を希望される方は、いきいき健康課までご連
絡ください。 

  期    日 受 付 時 間 場   所 

1 平成３０年１１月２日 金 ８：３０～１０：００ 保健相談センター 

2 平成３０年１１月５日 月 ８：３０～１０：００ 保健相談センター 

3 平成３０年１１月６日 火 ８：３０～１０：００ 新田公民館 

4 平成３０年１１月８日 木 ８：３０～１０：００ 新田公民館 

5 平成３０年１１月１３日 火 ７：３０～９：００ 保健相談センター 

6 平成３０年１１月１４日 水 ８：３０～１０：００ 上新田学習館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：いきいき健康課（担当）清
きよ

成
なり

麗
れい

香
か

☎33-6059 

 小学部・中学部・高等部・訪問教育部の児童生徒たちの教育活動の発表の場である学習発表会が

下記の日程で行われます。本年度は学校創立４０周年にあたり、その記念行事も併せて行いますの

で、ご来場お待ちしています。 

日時 １１月１０日（土）※雨天決行 

場所 児湯ルピナス支援学校（体育館・玄関前駐車場・視聴覚室） 

内容  ９：００～１３：４０ るぴなすアート作品展…視聴覚室にて授業で作成した作品を展示しています。 

   １３：００～１３：４０ るぴなすマーケット玄関前駐車場にて中学部高等部作業学習販売及び外部福祉 

あああああああああああああ 施設販売（野菜・手工品・加工品等）、ＰＴＡバザーが行われます。 

※９：３０～１２：００、体育館において、児童生徒によるステージ発表も行われておりますが、

入場が難しい場合もあります。ご了承ください。 

お問い合わせ先 宮崎県児湯ルピナス支援学校 ☎３３－４２０７ 

問合せ：福祉課 

（担当）菅原
すがはら

円
まどか

 

☎33-1293 



. .

区　　　分
民生費
総務費
教育費
商工費
土木費
公債費
農林水産業費
その他
計

列1

平成２９年度決算の状況

一般会計 ▶実質収支額は、３億84万８千円の黒字決算となりました。

平成29年度一般会計の決算額は、歳入が102億7,898万8千円、歳出が99億5,677万1千円
で、歳入歳出差し引き額3億2,221万7千円から翌年度へ繰り越すべき財源2,136万9千円を差し引
いた実質収支は、3億84万8千円となりました。なお、記載されている数値は国の決算統計に基づ
き、集計・分析した金額となっています。

国庫支出金

22億2,748万円

地方交付税

20億4,739万円

町税

15億2,370万

円県支出金

8億8,064万円

町債

3億9,625万円

国有提供施設

交付金

1億4,171万円

その他

30億6,182万

円

民生費

28億6,379万

円

総務費

20億4,702万

円教育費

13億0,583万

円

商工費

7億3,262万

円

土木費

7億2,971万円

公債費

5億9,187万

円

農林水産業費

5億8,447万円 その他

11億0,146万

円

歳入総額 102億7,899万円 歳出総額 99億5,677万円
町債・基金の状況

町債の現在高

62億5,770万円

【前年度比】

△1億3,929万円

※町民1人あたり

36万5,605円

基金の現在高

28億1,169万円

【前年度比】

＋2億3,469万円

※町民1人あたり

16万696円

歳入額 歳出額 実質収支額
27億4,992万円 25億2,792万円 2億2,200万円
16億1,854万円 14億8,427万円 1億3,427万円

3億8,383万円 3億8,259万円 124万円
19万円 11万円 8万円西都児湯情報公開・個人情報保護審査会

国民健康保険事業
介護保険事業

後期高齢者医療事業

特別会計及び水道会計 ▶各会計すべてが黒字決算となりました。

区　　　分
収入済額

支出済額

1億797万円

収益的
収　入 2億9,835万円

支　出 2億6,965万円

資本的
収　入 2,712万円

支　出

●各特別会計の決算 ●水道事業会計の決算

●健全化判断比

―
（不足なし）

経営健全化基準 20.0%

水道事業

新富町

●資金不足比率

健全化判断比率 ▶健全な財政状況です。

【歳入】地方消費税交付金
うち社会保障財源化分（税率引き上げ分）

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策経費

　　　平成29年度における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途状況は下記のとおりです。

2,849,216千円

  （134,754千円）
       316,742千円 

（単位：千円）

区　　分 決算額

財源の内訳

国県支出金 その他特定財源 一般財源

561,795

1　社会福祉費
障がい者・高齢者・
児童・母子福祉事業
など

1,972,348 1,265,351 173,154 533,843

2　社会保険費
国民健康保険、介護
保険事業など

704,175 142,380 0

3　保健衛生費
疾病予防対策、医療
提供体制確保、高齢
者医療事業など

172,693 4,353 85,517 82,823

合計 2,849,216 1,412,084 258,671 1,178,461

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

新富町財政事情

新富町の財政事情をここに公表します。
この財政事情は町民の皆様に町の財政がどのように運営されているか、またどのような状況にあるか広く知っていただくため、年に２回公表しているものです。今回は、平成２9年度の決算及び平成30年度上半期における
歳入・歳出予算を中心に、町民負担の状況や町有財産の状況等について、お知らせいたします。なお、前年度と同様の財政事情をご覧になりたい場合は町ホームページに掲載しています。

平成３０年度予算の執行状況

予算額 / 107億9,005万5千円 予算額 / 107億9,005万5千円

収入済額 / 40億8,419万5千円 支出済額 / 40億9,299万5千円収納率　37.9% 執行率　37.9%歳 入 歳 出

地方交付税

繰入金

国庫支出金

町税

県支出金

町債

各種交付金等

国有提供施設交付金

その他

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

公債費

農林水産業費

消防費

その他

19億8,771万9千円

19億5,145万5千円

17億5,627万3千円

14億1,815万2千円

7億5,189万2千円

4億7,249万2千円

4億3,888万6千円

1億3,000万円

18億8,318万6千円

28億6,078万円

32億5,285万4千円

10億4,136万5千円

4億9,464万9千円

6億9,161万3千円

6億1,065万9千円

4億274万6千円

2億8,600万7千円

11億4,938万2千円

農林水産業費

（平成30年9月末現在）

0.0%

8,916万2千円

1億2,836万円

4,885万2千円

0千円

1,907万2千円

収入済額

支出済額

収納率

執行率

収益的
収　入

支　出

資本的
収　入

支　出

3億1,322万円

3億1,293万9千円

980万8千円

21.4%

40.9%

15.6%

区　　　分 予算額

（平成30年9月末現在）

土地取得事業 5億6,578万7千円

西都児湯情報公開・個
人情報保護審査会

14万1千円

6億2,066万6千円 40.0%

3,868万9千円 6.8%

22万4千円 158.9%
3万円 21.3%

518万4千円 0.9%

収入済額
支出済額

51.3%

予　算　額

20億3,083万5千円
10億4,175万4千円

7億9,812万9千円

会　計　名

国民健康保険事業
39.3%
46.6%

介護保険事業 15億5,225万円

収納率
執行率

後期高齢者医療事業 3億8,659万7千円
1億8,299万4千円 47.3%

36.9%1億4,251万8千円

7億2,287万3千円

平成30年度予算

収益的収入　……水道料・給水負担金等

収益的支出　……人件費・施設運営費・借入金利息等

資本的収入　……企業債等

水道管布設・企業債償還等資本的支出　……

一般会計

特別会計及び水道会計

町民一人
当たり残高

一般会計 59億8,261万5千円 772,449円 341,844円

区　　分 町債現在高
町民一世帯
当たり残高

町債等（借入金）３０年９月末現在高及び負担の状況

被保険者
一人当たり

区　　分
町民一世帯
当たり

町民一人
当たり

町　　税 226,762円 100,353円

国民健康
保険税

98,100円

町民の負担の状況（３０年９月末現在）

町有財産の状況

建物 111,833㎡
出資による権利 3,000万4千円

有価証券 310万4千円

区分 数量及び金額

土地 2,062,422㎡
基金 28億1,169万2千円

町有財産の状況

※平成３０年１０月１日の住民基本台帳の世帯数、人口で除した数値。

※町税は平成３０年１０月１日の住民基本台帳の世帯数、人口で除した

数値。国民健康保険税は平成３０年９月３０日の被保険者数で除した数

値。

新富町

早期健全化基準
（イエローカード）

財政再生基準
（レッドカード）

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

―
（赤字なし）

15.0%

実質赤字
比率

20.0%

―
（赤字なし）

9.1% 30.5%

20.0% 25.0% 350.0%

30.0% 35.0%

一時借入金の状況

平成３０年１０月１日現在で一時借入金の残高は０円です。

※平成30年度９月末現在

※平成30年度９月末現在

問合せ：

財政課 中原 悠一郎

☎ 33-6011


